
水洗便所改造資金融資あっ旋　取扱金融機関融資条件一覧

融資条件 肥後銀行 熊本ファミリー銀行 熊本信用金庫 熊本第一信用金庫 熊本中央信用金庫 九州労働金庫 JA熊本市 JA熊本宇城

取扱店舗数 53（122）
３５（秋津レークタウンを除く）
市外店舗については応相談

19 18 5 ４（秋津出張所含まず。） 12（総合支所のみ） 1

1.年齢制限等
・申込時の年齢が満20歳
以上65歳以下で返済終了
時満70歳以下

・口座をお持ちの方（申込
時に開設可能）
・２０歳以上６５歳以下

・口座をお持ちの方（申込
時に開設可能）
・申込時の年齢が原則20
歳以上,返済終了時満70歳
以下（応相談可能）

・口座をお持ちの方（申込
時に開設可能）
・申込時の年齢が原則20
歳以上,返済終了時満70歳
以下（応相談可能）

・口座をお持ちの方（申込
時に開設可能）
・申込時の年齢が原則20
歳以上,返済終了時満70歳
以下（応相談可能）

・申込時の年齢が２０歳以
上返済終了時７１歳未満

・ＪＡ熊本市の組合員又は
准組合員である者
・申込時の年齢が満20歳
以上で完済時の年齢が71
歳未満

・熊本市民のうち、ＪＡ宇城
の組合員又は准組合員で
ある者
・申込時の年齢が満20歳
以上で完済時の年齢が71
歳未満

2.所得制限等

・勤務年数1年以上(事業年
数3年以上)または年金受
給の方
・保証会社の保証を受けら
れる方

・前年度税込年収２５０万円
以上の方
・自営業者の場合、営業開始
後１年以上経過している方
・第２地銀協団信用生命保険
加入適格者の方
・保証会社の保証を受けられ
る方

・毎月安定した収入（概ね
年収100万円以上）のある
方
・居住地あるいは勤務先が
当信用金庫内の営業エリ
ア内の方
・保証会社の保証を受けら
れる方

・毎月安定した収入（概ね
年収100万円以上）のある
方
・居住地あるいは勤務先が
当信用金庫内の営業エリ
ア内の方
・保証会社の保証を受けら
れる方

・毎月安定した収入（概ね
年収100万円以上）のある
方
・居住地あるいは勤務先が
当信用金庫内の営業エリ
ア内の方
・保証会社の保証を受けら
れる方

・年収（給与収入）150万円
以上の方
・保証会社の保証を受けら
れる方

・毎月安定した収入のある
方で、年収１５０万円（准組
合員の場合は２００万円）
以上の方
・保証会社の保証を受けら
れる方

・毎月安定した収入のある
方で、年収１５０万円（准組
合員の場合は２００万円）
以上の方
・保証会社の保証を受けら
れる方

3.担保・保証人
・原則不要(保証会社が必
要とした場合は、保証人が
必要)

・原則不要(当行又は保証
会社が必要とした場合は、
保証人が必要)

・不要 ・不要 ・不要 ・不要
・原則不要(保証会社が必
要とした場合は、保証人が
必要)

・原則不要(保証会社が必
要とした場合は、保証人が
必要)

4.返済方法

・毎月元利均等返済
・毎月元利均等返済とボー
ナス返済の併用（ボーナス
返済元本は融資額の５
０％以内）

・毎月元利均等返済
・毎月元利金等返済とボー
ナス返済の併用（ボーナス
返済元本は融資額の５
０％以内）

・毎月元利均等返済
・毎月元利金等返済とボー
ナス返済の併用

・毎月元利均等返済
・毎月元利金等返済とボー
ナス返済の併用

・毎月元利均等返済
・毎月元利金等返済とボー
ナス返済の併用

・毎月元利均等返済
・毎月元利金等返済とボー
ナス返済の併用

・毎月元利均等返済
・毎月元利金等返済とボー
ナス返済の併用

・毎月元利均等返済
・毎月元利金等返済とボー
ナス返済の併用

5.金融機関への
基本的な必要書
類（審査申込時）

・本人確認ができる資料
(運転免許証、健康保険被
保険者証等)
・所得を確認できる資料(所
得証明書・源泉徴収票・年
金証書等)
・通帳、返済用口座の届出
印
・（連帯保証人が必要と
なった場合は）連帯保証人
の印鑑証明書　1通

・本人確認資料
・健康保険証
・所得を証明するもの
＜給与所得者の場合＞
源泉徴収票、所得証明
書
＜自営業者の場合＞
納税証明書２ヵ年度分

・顔写真つきの公的身
分証明書
・所得証明書
・通帳届出印
・登記簿謄本

・顔写真つきの公的身
分証明書
・所得証明書
・通帳届出印
・登記簿謄本

・顔写真つきの公的身
分証明書
・所得証明書
・通帳届出印
・登記簿謄本

・本人確認ができる資料
(運転免許証、健康保険
被保険者証等)
・所得を確認できる資料
(所得証明書・源泉徴収
票）
・勤続年数証明書（健康
保険証でも可）
・印鑑

・顔写真つきの公的身
分証明書
・所得証明書
・印鑑　・住民票

・顔写真つきの公的身
分証明書
・所得証明書
・印鑑　・住民票

5.金融機関への
基本的な必要書
類（融資実行時）

・本人確認ができる資料
(運転免許証、健康保険被
保険者証等)　・収入印紙
・返済用口座の届出印
・振込手数料

・本人確認ができる資料
(運転免許証、健康保険被
保険者証等)
・調査事務手数料 3,150円
・収入印紙
・返済用口座の届出印
・振込手数料

・顔写真つきの公的身分証
明書
・通帳とその届出印
・事務手数料等（６の部分）

・顔写真つきの公的身分証
明書
・通帳とその届出印
・事務手数料等（６の部分）

・顔写真つきの公的身分証
明書
・通帳とその届出印
・事務手数料等（６の部分）

・本人確認ができる資料
(運転免許証、健康保険被
保険者証等)　  　・印鑑
・収入印紙　　・振込手数料

・顔写真つきの公的身分証
明書
・印鑑証明書　　　・印鑑
・収入印紙　　・振込手数料
・健康保険証

・顔写真つきの公的身分証
明書
・印鑑証明書　　　・印鑑
・収入印紙　　・振込手数料
・健康保険証

6利子、事務手数
料

・収入印紙代400円
・振込手数料（自行）525円
（他行）840円
※融資あっ旋額は10万円
以上

・収入印紙代400円
・振込手数料（自行）525円
（他行）840円
・繰上返済の場合、別途
5,250円が必要
※融資あっ旋額は10万円
以上

・事務手数料1,050円（融資
時に差引可能）
・収入印紙代400円
・振込手数料（上限840円）

・収入印紙代400円
・振込手数料（上限840円）

・事務手数料525円（融資
時に差引可能）
・収入印紙代400円
・振込手数料（上限840円）

・収入印紙代400円
・振込手数料735円（いず
れも口座からの差引可能）
・金利5.5％（保証料含む）
（ただし、非組合員の場合
は6.0％）

・収入印紙代400円
・振込手数料630円
・金利3.5％、保証料0.55％（た
だし、准組合員の場合は
1.1％）
・組合員又は准組合員以外が
申込する場合は、別途１万円
が必要

・収入印紙代400円
・振込手数料630円
・金利3.15％、保証料0.55％
（ただし、准組合員の場合は
1.1％）
・組合員又は准組合員以外が
申込する場合は、別途１万円
が必要

※この表は、平成２１年８月１日現在です。
※利息等は、金融機関との取引内容によっても異なります（２．９０％～７．５０％）ので、詳しくは、各金融機関の窓口にお尋ねください。


